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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送番組を供給する第１のディジタル放送の送信手段と、上記第１のディジタル放送の
送信手段からの放送を中継して受信端末に送る第２のディジタル放送の送信手段と、上記
第２のディジタル放送の送信手段から送られてきた放送を受信して再生する受信端末とか
らなるディジタル放送の送信方法において、
　上記第１のディジタル放送の送信手段は、視聴者毎に固有な識別番号と契約内容とを含
むＥＭＭ情報を送り、上記第２のディジタル放送の送信手段は、上記ＥＭＭ情報に含まれ
た識別番号に基づいて、予め該第２のディジタル放送の送信手段に対して割り当てられた
識別番号と一致する識別番号を含むＥＭＭ情報のみを選択して上記受信端末に送り、上記
受信端末は、上記受信端末に宛られた固有のＥＭＭ情報であれば、上記ＥＭＭ情報に含ま
れた契約内容を記憶しておき、
　上記第１のディジタル放送の送信手段は、放送番組をスクランブルして送信する際に、
デスクランブルのためのデスクランブルキーを含むＥＣＭ情報を送り、上記第２のディジ
タル放送の送信手段は、上記スクランブルされた放送番組及びデスクランブルのためのＥ
ＣＭ情報を上記受信端末に送り、上記受信端末は、上記記憶されている契約内容からデス
クランブルが許可されている場合のみ、上記ＥＣＭ情報に基づいてデスクランブルキーを
発生させ、上記デスクランブルキーで送られてきた放送番組をデスクランブルする
　ようにしたディジタル放送送信方法。
【請求項２】
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　上記第２のディジタル放送の送信手段は、上記第１のディジタル放送の送信手段からの
ＥＭＭ情報の中から、所定のグループの受信端末のＥＭＭ情報を選択して上記受信端末に
送ることにより、上記グループ単位で上記スクランブルされた放送番組の受信許可、不許
可を制御できるようにした請求項１に記載のディジタル放送送信方法。
【請求項３】
　上記第２のディジタル放送の送信手段は、上記第１のディジタル放送の送信手段からの
ＥＭＭ情報の中から、所定の受信端末のＥＭＭ情報を選択して上記受信端末に送ることに
より、上記受信端末単位で上記スクランブルされた放送番組の受信許可、不許可を制御で
きるようにした請求項１に記載のディジタル放送送信方法。
【請求項４】
　上記第１のディジタル放送の送信手段から送られる放送は、ディジタル衛星放送である
請求項１に記載のディジタル放送送信方法。
【請求項５】
　上記第２のディジタル放送の送信手段から送られる放送は、ディジタルＣＡＴＶ放送で
ある請求項１に記載のディジタル放送送信方法。
【請求項６】
　放送番組を供給するディジタル放送を中継して受信端末に送るディジタル放送送信装置
において、
　上記放送番組を供給するディジタル放送を受信する受信手段と、
　上記受信手段からの信号からディジタルデータを所定の変調方式に対応して復調する復
調手段と、
　上記復調手段からのディジタルデータ中に送られてくる、視聴者毎に固有な識別番号と
契約内容とを含むＥＭＭ情報の中から所定のＥＭＭ情報を選択する個別情報選択手段と、
　上記個別情報選択手段で選択するＥＭＭ情報に含まれる識別番号を管理する管理手段と
、
　送出データを上記所定の変調方式とは異なる変調方式により変調する変調手段と
　を備え、
　上記個別情報選択手段は、
　上記ＥＭＭ情報に含まれた識別番号に基づいて、上記管理手段が管理する識別番号と一
致する識別番号を含むＥＭＭ情報のみを選択する
　ようにしたディジタル放送送信装置。
【請求項７】
　上記放送番組を供給するディジタル放送は、ディジタル衛星放送である請求項６に記載
のディジタル放送送信装置。
【請求項８】
　上記中継により上記受信端末に送られるディジタル放送は、ディジタルＣＡＴＶである
請求項６に記載のディジタル放送送信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、特に、ディジタル衛星放送の番組をディジタルＣＡＴＶ（Community Antenn
a Television）で中継して流すようなシステムに用いて好適なディジタル放送送信方法及
びディジタル放送送信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
アナログ方式のＣＡＴＶのチャンネルには、衛星放送で送られてきた番組を受信して、こ
の衛星放送の番組を中継して流すことが良く行なわれている。このように、ＣＡＴＶのチ
ャンネルで衛星放送の番組を中継して流す場合、従来のアナログ方式のＣＡＴＶでは、衛
星放送で送られてきた信号からビデオ信号やオーディオ信号を復調し、このビデオ信号や
オーディオ信号を所定の搬送波で変調して送るようにしている。
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【０００３】
このようなアナログ方式のＣＡＴＶに代わって、ディジタル方式のＣＡＴＶの開発が進め
られている。また、現在では、アナログの衛星放送に代わって、ディジタル衛星放送が主
流となってきている。このため、ディジタル方式のＣＡＴＶで、ディジタル衛星放送の番
組を中継して流すことが行なわれることになる。
【０００４】
ディジタル方式のＣＡＴＶとディジタル衛星放送とでは、同様に、ＭＰＥＧ（Moving Pic
ture Experts Group）２方式のストリームでデータを送っており、符号化方式が同様であ
る。このため、ディジタル方式のＣＡＴＶでディジタル衛星放送の中継を行なう場合には
、ビデオデータやオーディオデータをデコードすることは不要であり、変調方式の変換だ
けで対応できる。
【０００５】
すなわち、ディジタル方式のＣＡＴＶでは、ディジタルビデオ信号が例えばＭＰＥＧ２方
式で圧縮され、例えばＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation ）で変調され、所定の
搬送波でケーブルを介して送られる。一方、ディジタル衛星放送では、ディジタルビデオ
信号が例えばＭＰＥＧ２方式で圧縮され、例えばＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Key
ing ）で変調され、例えば、１２ＧＨｚ帯の電波で、衛星を使って送信されている。
【０００６】
このように、ディジタル方式のＣＡＴＶとディジタル衛星放送とでは、符号化方式が共に
ＭＰＥＧ２方式で同様であり、変調方式が異なるため、ＱＰＳＫの復調をＱＡＭに変調し
直せば、ディジタル衛星放送の番組をディジタルＣＡＴＶで流すことができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このように、ディジタルＣＡＴＶでディジタル衛星放送の番組を中継して流す場合には、
変調方式の変換だけで簡単に対応できる。ところが、変調方式の変換だけで、ディジタル
ＣＡＴＶでディジタル衛星放送の番組を中継して流すようにすると、ＣＡＴＶの管理会社
側で受信契約や課金管理をするのが難しくなるという問題が生じてくる。
【０００８】
すなわち、ＣＡＴＶのシステムでは、ＣＡＴＶの視聴者がＣＡＴＶの管理会社と視聴する
チャンネルについて受信契約を結び、ＣＡＴＶの管理会社側で課金管理するのが普通であ
る。ところが、ＣＡＴＶの管理会社側で受信契約や課金管理するためには、ディジタルＣ
ＡＴＶのシステム側で、特定の契約者のみが受信可能となるように、スクランブルの制御
を行なう必要がある。このように、ディジタルＣＡＴＶのシステム側でスクランブルの制
御を行なう場合、単なる変調方式の変換だけでは対応できない。ディジタルＣＡＴＶのシ
ステム側では、ディジタル衛星放送の信号を受信し、受信契約に基づいて新たにスクラン
ブルを施して、送信するようにする必要がある。
【０００９】
このように、ＣＡＴＶの管理会社側で受信契約や課金制御をするようにすると、新たなス
クランブル制御が必要になり、変調方式を変換するだけでは対応できなくなり、ディジタ
ルＣＡＴＶのシステム側の処理が複雑になり、コストアップとなる。
【００１０】
したがって、この発明の目的は、ディジタル衛星放送の番組をディジタルＣＡＴＶ放送で
中継して流すような場合に、処理が複雑化したりコストアップが生じることなく、ディジ
タルＣＡＴＶのシステム側で受信契約や課金管理を行なえるようにしたディジタル放送送
信方法及びディジタル放送送信装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、放送番組を供給する第１のディジタル放送の送信手段と、第１のディジタ
ル放送の送信手段からの放送を中継して受信端末に送る第２のディジタル放送の送信手段
と、第２のディジタル放送の送信手段から送られてきた放送を受信して再生する受信端末
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とからなるディジタル放送の送信方法において、第１のディジタル放送の送信手段は、視
聴者毎に固有な識別番号と契約内容とを含むＥＭＭ情報を送り、第２のディジタル放送の
送信手段は、ＥＭＭ情報に含まれた識別番号に基づいて、予め第２のディジタル放送の送
信手段に対して割り当てられた識別番号と一致する識別番号を含むＥＭＭ情報のみを選択
して受信端末に送り、受信端末は、受信端末に宛られた固有のＥＭＭ情報であれば、ＥＭ
Ｍ情報に含まれた契約内容を記憶しておき、第１のディジタル放送の送信手段は、放送番
組をスクランブルして送信する際に、デスクランブルのためのデスクランブルキーを含む
ＥＣＭ情報を送り、第２のディジタル放送の送信手段は、スクランブルされた放送番組及
びデスクランブルのためのＥＣＭ情報を受信端末に送り、受信端末は、記憶されている契
約内容からデスクランブルが許可されている場合のみ、ＥＣＭ情報に基づいてデスクラン
ブルキーを発生させ、デスクランブルキーで送られてきた放送番組をデスクランブルする
ようにしたディジタル放送送信方法である。
【００１２】
　この発明は、放送番組を供給するディジタル放送を中継して受信端末に送るディジタル
放送送信装置において、放送番組を供給するディジタル放送を受信する受信手段と、受信
手段からの信号からディジタルデータを所定の変調方式に対応して復調する復調手段と、
復調手段からのディジタルデータ中に送られてくる、視聴者毎に固有な識別番号と契約内
容とを含むＥＭＭ情報の中から所定のＥＭＭ情報を選択する個別情報選択手段と、個別情
報選択手段で選択するＥＭＭ情報に含まれる識別番号を管理する管理手段と、送出データ
を所定の変調方式とは異なる変調方式により変調する変調手段とを備え、個別情報選択手
段は、ＥＭＭ情報に含まれた識別番号に基づいて、管理手段が管理する識別番号と一致す
る識別番号を含むＥＭＭ情報のみを選択するようにしたディジタル放送送信装置である。
【００１３】
ディジタル衛星放送の番組をディジタルＣＡＴＶ放送で中継して流す場合に、ディジタル
ＣＡＴＶの視聴者に、そのディジタルＣＡＴＶ放送システムの管理会社が確保している識
別番号のグループの中から１つの識別番号が割り当てられる。そして、ディジタルＣＡＴ
Ｖ放送では、そのディジタルＣＡＴＶ放送システムの管理会社が確保している識別番号の
ＥＭＭ情報のみがフィルタリングして送られる。このため、ディジタルＣＡＴＶのシステ
ム側にスクランブルを行なう回路を設けることなく、ディジタルＣＡＴＶシステムの管理
会社側で、各ディジタルＣＡＴＶシステム内の視聴者に対して、視聴するチャンネルの管
理や課金制御を行なうことができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、この発明が適用
されたシステムの全体構成を示すものである。
【００１５】
図１において、１はディジタル衛星放送システムである。ディジタル衛星放送システム１
は、衛星４を使って、ディジタル衛星放送を行なうものである。ディジタル衛星放送シス
テム１では、数１００チャンネルもの多チャンネルで放送が行なわれている。このディジ
タル衛星放送システム１で放送されているチャンネルには、有料チャンネルものがあり、
有料チャンネルを受信する場合の課金形態としては、フラット契約と、ＰＰＶ（Pay Per 
View）契約とがある。フラット契約は、特定チャンネルに対して所定期間単位で料金設定
されるものである。ＰＰＶは、番組単位に料金が設定されるものである。有料チャンネル
では、契約を行なった特定の視聴者のみが受信可能なように、送信信号にスクランブルが
施されている。
【００１６】
ディジタル衛星放送システム１では、ＭＰＥＧ２方式に基づいて、データの送信が行なわ
れる。すなわち、ビデオデータ及びオーディオデータは圧縮符号化され、パケット化され
、トランスポートストリームに組み入れられる。そして、例えば、ＱＰＳＫ方式で変調さ
れ、例えば、１２ＧＨｚ帯の電波を使って送信される。
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【００１７】
トランスポートストリームの中には、ビデオデータやオーディオデータの他に、関連情報
が含まれている。この関連情報には、ＮＩＴ（Network Information Tablel）と、ＣＡＴ
（Condition Access Table）と、ＰＡＴ（Program Association Table ）と、ＰＭＴ（Pr
ogram Map Table ）とが含まれている。
【００１８】
ＮＩＴにはチャンネルリストが記述され、ＣＡＴにはＥＭＭ（Entitlement Management M
essage）情報が記述され、ＰＡＴには各キャリア内のチャンネル情報が記述され、ＰＭＴ
には、各チャンネルを構成するコンポーネントと、デスクランブルに必要なＥＣＭ（Encr
yption Control Message）が記述されている。ＥＭＭ情報は、個人別の暗号化された契約
内容を示すものである。ＥＣＭ情報はチャンネル別又はコンポーネント別の暗号化された
デスクランブルキーである。
【００１９】
２はディジタルＣＡＴＶ放送システムである。ディジタル衛星放送システム１から衛星４
を介して送られてくる信号は、各家庭で直接受信される他、ディジタルＣＡＴＶ放送シス
テム２で受信される。ディジタルＣＡＴＶ放送システム２では、ディジタル衛星放送シス
テム１から衛星４を介して送られてきた信号を受信し、このディジタル衛星放送システム
１からの番組をケーブル伝送路５を介して流すような、中継処理が行なわれる。
【００２０】
なお、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２は、ディジタル衛星放送システム１から送られ
てきた放送を中継するだけでなく、独自の番組を放送したり、地上波放送の中継を行なう
こともできる。また、複数の衛星放送の中継を行なうこともできる。
【００２１】
ディジタルＣＡＴＶ放送システム２では、圧縮方式として例えばＭＰＥＧ２が用いられ、
変調方式として、例えばＱＡＭが用いられる。これに対して、ディジタル衛星放送システ
ム１では、圧縮方式として例えばＭＰＥＧ２が用いられ、変調方式として、例えばＱＰＳ
Ｋが用いられる。このように、ディジタルＣＡＴＶの方式とディジタル衛星放送の方式と
では、圧縮方式は同様であるが、変調方式が異なっている。そこで、ディジタルＣＡＴＶ
放送システム２では、ＱＰＳＫからＱＡＭへの変調方式の変換処理が行なわれる。
【００２２】
更に、この発明が適用されたシステムでは、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２側で受信
契約や課金管理が行なえるように、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２でＥＭＭ情報の選
別処理が行なわれる。
【００２３】
つまり、前述したように、ディジタル衛星放送システム１からのストリーム中には、個別
情報を示すＥＭＭ情報が記述されている。ＥＭＭ情報は、図２に示すように、個別の制御
を受ける識別番号と、視聴者制御信号とからなる。識別番号は、各視聴者毎に固有の番号
とされている。これらの識別番号の中には、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２のために
確保されているグループのものがある。ディジタルＣＡＴＶ放送システム２で送られてく
るディジタル衛星放送の番組を視聴を行いたい視聴者は、ディジタルＣＡＴＶ放送システ
ム２の管理会社と契約を結ぶと、そのディジタルＣＡＴＶ放送システム２の管理会社が確
保しているグループの識別番号の中から１つの識別番号がその視聴者に対して割り当てら
れ、その識別番号のＩＣカードが使用される。
【００２４】
ディジタルＣＡＴＶ放送システム２でディジタル衛星放送システム１から衛星４を介して
送られてきた放送を中継して流す場合に、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２で、ＱＰＳ
Ｋ変調からＱＡＭ変調への変換が行なわれると共に、識別番号がそのディジタルＣＡＴＶ
放送システム２が確保しているグループの識別番号か否かが判断される。そして、ディジ
タルＣＡＴＶシステム２は、識別番号がそのディジタルＣＡＴＶ放送システム２が確保し
ている識別番号であると判断された場合にのみ、そのＥＭＭ情報が通過させている。
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【００２５】
３はＣＡＴＶ受信端末である。ＣＡＴＶ受信端末３は、ディジタルＣＡＴＶシステム２の
管理会社と契約を結んだ視聴者の各家庭にあるセットトップボックス６とテレビジョン受
像機７とからなる。
【００２６】
ケーブル伝送路５を介して、ディジタルＣＡＴＶシステム２から、ディジタル信号が伝送
される。セットトップボックス６でこの信号が受信され、この信号に対して、ＱＡＭの復
調処理と、ＭＰＥＧ２のデコード処理が行なわれる。これにより、ケーブル伝送路５を介
して送られてきた信号からビデオ信号及びオーディオ信号がデコードされる。セットトッ
プボックス６でデコードされたビデオ信号及びオーディオ信号は、テレビジョン受像機７
に送られ、テレビジョン受像機７にその番組の画面が映出される。
【００２７】
また、セットトップボックス６には、ＩＣカードが装着されている。このＩＣカードには
、各視聴者を示す識別番号が書かれている。セットトップボックス６で、ＥＭＭ情報が受
信される。そして、受信されたＥＭＭ情報の識別番号とＩＣカード内の識別番号とが比較
され、ＩＣカード内の識別番号と一致する識別番号のＥＭＭ情報が受信されたら、このＥ
ＭＭ情報は自分宛のＥＭＭ情報であるとして、このＥＭＭ情報がＩＣカードに送られ、Ｅ
ＭＭ情報の視聴制御信号から得られる契約内容がＩＣカード内に記憶される。
【００２８】
ディジタル衛星放送システム１からディジタルＣＡＴＶ放送システム２を介して送られる
放送の番組には有料チャンネルがあり、この有料チャンネルにはスクランブルが施されて
いる。この有料チャンネルを見る場合には、そのチャンネルのＥＣＭ情報が受信される。
このＥＣＭ情報がＩＣカードに送られる。
【００２９】
ＩＣカードには、ＥＭＭ情報に基づいて、契約内容が記憶されている。この契約内容に基
づいて、復号が許可された場合にのみ、ＥＣＭ情報に基づいて、デスクランブルキーが発
生され、このスクランブルキーがスクランブラに設定される。これにより、有料チャンネ
ルの信号のスクランブルが解除され、そのチャンネルを見ることができるようになる。そ
して、このときの視聴情報は、ＩＣカードに記憶され、電話回線８を介して、ディジタル
衛星放送システム１に送られる。
【００３０】
前述したように、ディジタルＣＡＴＶシステム２では、識別番号がそのディジタルＣＡＴ
Ｖ放送システム２が確保しているグループの識別番号であると判断された場合にのみ、そ
のＥＭＭ情報を通過させている。そして、視聴者は、ディジタルＣＡＴＶシステム２の管
理会社と契約を行なっている場合にのみ、このディジタルＣＡＴＶ放送システム２が確保
しているグループの識別番号が取得できる。したがって、ディジタルＣＡＴＶシステム２
の管理会社と契約を行なった視聴者のみが自分宛のＥＭＭ情報を受信してその契約内容を
ＩＣカードに書き込み、この契約内容に従って有料チャンネルの信号のスクランブルを解
除できることになる。
【００３１】
図３は、ディジタル衛星放送システム１の一例を示すものである。図３において、１０は
素材処理システムである。素材処理システム１０はＶＴＲ等からなり、番組の素材となる
映像情報や音声情報が集められている。
【００３２】
番組制御システム１２の制御の基に、素材処理システム１０からエンコーダ１１に、素材
となる番組のビデオ信号やオーディオ信号が送られる。エンコーダ１１で、このビデオ信
号やオーディオ信号の圧縮符号化処理が行なわれる。ビデオ信号の圧縮符号化方式として
例えばＭＰＥＧ２方式が用いられる。エンコーダ１１で圧縮されたビデオデータ及びオー
ディオデータは、多重化器１３に供給される。
【００３３】
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多重化器１３は、エンコーダ１１で圧縮符号化されたビデオデータやオーディオデータを
各種の情報と共に時分割多重化し、トランスポートストリームを形成するものである。
【００３４】
このトランスポートストリームの中には、チャンネルリストや、ＥＭＭ情報や、各キャリ
ア内のチャンネル情報や、ＥＣＭ情報等のサービス情報が含められる。ＥＭＭ情報は、視
聴情報収集処理システム１７からの出力に基づいて、スクランブル制御システム１４から
発生され、多重化器１３に送られる。チャンネルリストやチャンネル情報、ＥＣＭ情報は
、番組制御システム１２からの番組情報に基づいて、関連情報送出システム１５から発生
される。これらのサービス情報は、多重化器１３で多重化される。
【００３５】
また、スクランブル制御システム１４からのワークキーに基づいて、関連情報送出システ
ム１５からスクランブルキーが発生される。このスクランブルキーにより、送出データに
対してスクランブルが施される。なお、このとき、ＥＭＭ情報やＥＣＭ情報を含む関連情
報については、受信に必要なため、スクランブルされていない。
【００３６】
スクランブラ１６の出力が送信回路１８に送られる。送信回路１８で、送出データにエラ
ー訂正符号化処理がなされ、ＱＰＳＫ変調され、所定の周波数の搬送波で、衛星に向けて
送出される。
【００３７】
視聴情報収集処理システム１７は、ディジタル衛星放送システム１と契約を行なっている
視聴者に関する契約情報や、視聴情報を管理している。視聴情報は、電話回線８を介して
送られてくる。また、新規の契約や、契約の変更があると、視聴情報収集システム１７か
らスクランブル制御システム１４に契約情報が送られる。この契約情報に従って、スクラ
ンブル制御システム１４からＥＭＭ情報が送られる。
【００３８】
このとき、視聴者がディジタルＣＡＴＶシステム２を使ってディジタル衛星放送システム
１の番組を視聴する者である場合には、そのディジタルＣＡＴＶシステム２に割り当てら
れているグループの識別番号のＥＭＭ情報が用いられる。
【００３９】
有料チャンネルの放送を行なう場合には、スクランブル制御システム１４から関連情報送
出システム１５にワークキーが送られる。スクランブルキーは、関連情報送出システム１
５によりワークキーにより暗号化され、ＥＣＭ情報の一部として伝送される。
【００４０】
図４は、ディジタルＣＡＴＶシステム２の構成を示すものである。図４において、パラボ
ラアンテナ２１で、ディジタル衛星放送システム１から衛星４を介して送られてきた信号
が受信される。パラボラアンテナ２１で受信された信号は、ＬＮＢ（図示せず）を介して
、受信回路２２に供給される。
【００４１】
受信回路２２で、受信信号の中から所望の搬送波周波数の信号が選択される。受信回路２
２の出力がＱＰＳＫ復調器２３に供給される。ＱＰＳＫ復調器２３で、ＱＰＳＫの復調処
理が行なわれる。ＱＰＳＫ復調器２３の出力が個別情報分離回路２４に供給される。
【００４２】
個別情報分離回路２４は、ＱＰＳＫ復調器２３からのトランスポートストリームの中から
、ＥＭＭ情報を分離するものである。個別情報分離回路２４で分離された全てのＥＭＭ情
報は、個別情報フィルタリング回路２５に送られる。
【００４３】
個別情報フィルタリング回路２５は、ＥＭＭ情報の中から、そのディジタルＣＡＴＶ放送
システム２に割り当てられているグループの識別番号のＥＭＭ情報を抽出するものである
。
【００４４】
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前述したように、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２で送られてくるディジタル衛星放送
の番組を視聴を行いたい視聴者は、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２の管理会社と契約
を結ぶ。この契約情報は、情報ライン３１を介して、ＣＡＴＶ顧客管理システム２７に送
られる。
【００４５】
ＣＡＴＶ顧客管理システム２７は、契約情報が入力されると、そのディジタルＣＡＴＶ放
送システム２が確保しているグループの識別番号の中からその視聴者の識別番号を割り当
てる。そして、この視聴者の契約情報を、情報ライン３２を介して、ディジタル衛星放送
システム１の視聴者情報収集処理システム１７に送る。また、ＣＡＴＶ顧客管理システム
２７は、そのディジタルＣＡＴＶ放送システム２が確保している識別番号を、個別情報フ
ィルタリング回路２５に送る。
【００４６】
個別情報フィルタリング回路２５の出力は、個別情報多重化回路２６に供給される。個別
情報多重化回路２６で、ストリーム中に、個別情報フィルタリング回路２５で抽出された
、そのディジタルＣＡＴＶ放送システム２が確保しているグループの識別番号のＥＭＭ情
報が付加される。
【００４７】
個別情報多重化回路２６の出力がＱＡＭ変調回路２８に供給される。ＱＡＭ変調回路２８
で、送信データがＱＡＭ変調される。ＱＡＭ変調回路２８の出力か出力回路２９に供給さ
れる。出力回路２９の出力がケーブル伝送路５を介して、各家庭のＣＡＴＶ受信端末３に
送られる。
【００４８】
図５は、図４における個別情報フィルタリング回路２５の構成の一例を示すものである。
図５において、入力端子３７に、ＣＡＴＶ顧客管理システム２７から、そのディジタルＣ
ＡＴＶ放送システム２が確保しているグループの識別番号が供給される。また、入力端子
３８に、個別情報分離回路２４から、受信された全てのＥＭＭ情報が供給される。
【００４９】
個別情報検出器３６で、個別情報分離回路２４で分離されたＥＭＭ情報の識別番号と、Ｃ
ＡＴＶ顧客管理システム２７からのそのディジタルＣＡＴＶ放送システム２が確保してい
るグループの識別番号とが比較され、一致しているものがあるか否かが判断される。そし
て、識別番号検出器６６の出力により個別情報通過制御器３５が制御され、そのディジタ
ルＣＡＴＶ放送システム２が確保しているグループの識別番号と一致していると判断され
た場合にのみ、個別情報通過制御器３５から、出力端子３９を介して、ＥＭＭ情報が出力
される。これにより、そのディジタルＣＡＴＶ放送システム２が確保しているグループの
識別番号のＥＭＭ情報のみが抽出されて出力されるようになる。
【００５０】
図６は、各家庭のＣＡＴＶ受信端末３におけるセットトップボックス６の構成を示すもの
である。図６において、ケーブル伝送路５を介して、ディジタルＣＡＴＶ放送端末２から
送られてきた信号は、受信回路５１に供給される。受信回路５１で、所望の搬送波の信号
が受信され、ＱＡＭの復調処理、エラー訂正処理が行なわれる。
【００５１】
受信回路５１の出力がデマルチプレクサ５２に供給される。デマルチプレクササ５２で、
ビデオデータ、オーディオデータ、関連情報の各パケットが分離される。ビデオデータ、
オーディオデータのパケットは、デスクランブラ５３に送られる。関連情報のうち、ＥＭ
Ｍ情報やＥＣＭ情報は、共通・個別情報解析部５４に供給される。
【００５２】
ＩＣカード５５の契約情報記憶部５５Ａには、視聴者を示す固有の識別番号が書かれてい
る。このＩＣカード５５の情報が共通・個別情報解析部５４に供給される。また、共通・
個別情報解析部５４で、受信したＥＭＭ情報の識別番号と、ＩＣカード５５内の識別番号
とが比較され、ＩＣカード内の識別番号と一致する識別番号のＥＭＭ情報が受信されたら
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、このＥＭＭ情報は自分宛のＥＭＭ情報であるとして、このＥＭＭ情報がＩＣカード５５
に送られ、ＥＭＭ情報の視聴制御信号から得られる契約情報がＩＣカード５５内にの契約
情報記憶部５５Ｂに記憶される。
【００５３】
有料チャンネルを見る場合には、共通・個別情報解析部５４で、そのチャンネルのＥＣＭ
情報が受信される。このＥＣＭ情報がＩＣカード５５に送られる。
【００５４】
ＩＣカード５５には、ＥＭＭ情報に基づいて、契約情報記憶部５５Ａに契約情報が記憶さ
れている。この契約情報に基づいて、復号が許可されるかどうかが判断される。復号が許
可された場合には、ＥＣＭの情報に基づいて、デスクランブルキーが発生される。このデ
スクランブルキーがデスクランブラ５３に設定される。また、このときの試聴履歴情報が
ＩＣカード５５の試聴情報記憶部５５Ｂに送られる。この試聴情報記憶部５５Ｂに記憶さ
れた試聴情報は、モデム５７により、電話回線８を介して、ディジタル衛星放送システム
１の試聴情報収集処理システム１７に送られる。
【００５５】
デスクランブラ５３にデスクランブルキーが設定されると、デスクランブラ５３では、有
料チャンネルの信号のスクランブルが解除される。デスクランブラ５３の出力がデコーダ
５８に供給される。デコーダ５８で、ビデオデータ及びオーディオデータのデコード処理
が行なわれる。デコーダ５８でデコードされたビデオデータ及びオーディオデータは、ア
ナログ信号に変換されて、出力端子６０から出力され、テレビジョン受像機７に送られる
。
【００５６】
このように、この発明では、ディジタルＣＡＴＶ放送システムを介して送られてくるディ
ジタル衛星放送の番組を視聴を行いたい視聴者は、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２の
管理者と契約を結び、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２の管理会社と契約を結ぶと、そ
のディジタルＣＡＴＶ放送システム２の管理会社が確保している識別番号のグループの中
から１つの識別番号がその視聴者に対して割り当てられる。したがって、ディジタルＣＡ
ＴＶシステム２の管理会社側で、各ディジタルＣＡＴＶシステム２内の視聴者に対して、
視聴するチャンネルの管理や課金制御を行なうことができる。そして、ディジタルＣＡＴ
Ｖ放送システム２側では、ＱＰＳＫ変調からＱＡＭ変調への変調方式の変換と、そのディ
ジタルＣＡＴＶシステム２のために割り当てられているグループのＥＭＭ情報のみを通過
させるＥＭＭ情報のフィルタリング処理だけを行なえば良く、特別な処理や装置を必要と
しない。
【００５７】
なお、上述の例では、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２で、そのディジタルＣＡＴＶ放
送システム２の管理会社が確保しているグループの識別番号をフィルタリングしているが
、ディジタルＣＡＴＶ放送システム２で、１つの１つの識別番号だけをフィルタリングす
ることで、個々の受信端末毎に、受信許可、不許可を設定することができる。
【００５８】
また、この発明は、ディジタル衛星放送をディジタルＣＡＴＶで中継する場合ばかりでな
く、ディジタル地上波放送をディジタルＣＡＴＶで中継したり、ディジタル衛星放送をデ
ィジタル地上波放送で中継するような場合にも同様に適用できる。
【００５９】
【発明の効果】
この発明によれば、ディジタル衛星放送の番組をディジタルＣＡＴＶ放送で中継して流す
場合に、ディジタルＣＡＴＶの視聴者に、そのディジタルＣＡＴＶ放送システムが確保し
ている識別番号のグループの中から識別番号が割り当てられる。そして、ディジタルＣＡ
ＴＶ放送では、そのディジタルＣＡＴＶ放送システムの管理会社が確保している識別番号
のＥＭＭ情報のみがフィルタリングして送られる。このため、ディジタルＣＡＴＶのシス
テム側にスクランブルを行なう回路を設けることなく、ディジタルＣＡＴＶシステムの管



(10) JP 4356131 B2 2009.11.4

10

理会社側で、各ディジタルＣＡＴＶシステム内の視聴者に対して、視聴するチャンネルの
管理や課金制御を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用されたテレビジョン放送の送信システムの一例のブロック図であ
る。
【図２】ＥＭＭ情報の説明に用いる略線図である。
【図３】この発明が適用されたテレビジョン放送の送信システムにおけるディジタル衛星
放送の送信システムの一例のブロック図である。
【図４】この発明が適用されたテレビジョン放送の送信システムにおけるディジタルＣＡ
ＴＶ放送の送信システムの一例のブロック図である。
【図５】個別情報フィルタリング回路の一例のブロック図である。
【図６】この発明が適用されたテレビジョン放送の送信システムにおける受信端末のセッ
トトップボックスの一例のブロック図である。
【符号の説明】
１・・・ディジタル衛星放送システム，２・・・ディジタルＣＡＴＶ放送システム，３・
・・ＣＡＴＶ受信端末，２３・・・ＱＰＳＫ復調器，２４・・・個別情報分離回路，２５
・・・個別情報フィルタリング回路，２６・・・個別情報多重化回路，２８・・・ＱＡＭ
変調回路，２７・・・ＣＡＴＶ顧客管理システム
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